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召集年月日 平成２４年４月２６日（木） 

召集の場所 おおい町役場 ２階 正庁ホール 

 

開会    平成２４年４月２６日 午後２時００分 

閉会    平成２４年４月２６日 午後２時３８分 

 

出席委員 

１番 堀口 巧    ３番 木村秀樹    ４番 池田寛治    

５番 小原好一    ７番 藤原健治    ８番 中谷洋子    

９番 西 忠彦（職務代理）        １０番 藤田照彦    

１１番 青井壽男   １２番 上團英廣    

１３番 中野岩二郎  １５番 民安記一（会長）          

１６番 中塚好美   １７番 田中照彬   １９番 田中 廣   

２０番 徳庄よし子  ２１番 寺本淸二 

 

欠席委員（４名） 

２番 岡 久雄    ６番 今川直樹  １４番 浜上雄一 

１８番 松宮利廣 

 

出席事務局 

 事務局長 反田志郎  事務局次長 奥 治房  書記 竹浦千鶴 

 書記 藤原昭洋 

 

提出議案 

 議案第１０号 農地法第５条第１項の規定による農地の賃借権設定

許可申請審議について 

 議案第１１号 農地法第５条第１項の規定による農地の賃借権設定

許可申請審議について 

 議案第１２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農地利用集積計画審議について 

 報告第１号  事業計画書の承認について 
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事務局長   皆さんご苦労様でございます。 

      まず最初に、今年度の人事異動により農業委員会事務局

の体制が変更しましたことを報告致します。 

       事務局長に私、反田、次長に奥、書記に竹浦、藤原が

委嘱されました。中川局長、赤井次長、田内、西垣書記

体制から一変しましたが、前任同様、4人体制で業務に

臨んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 簡単に自己紹介させて頂きます。 

（反田事務局長以下自己紹介） 

      

では、ただ今から平成２４年 第４回おおい町農業委

員会を開催いたします。本日の日程についてご案内をさ

せていただきます前に、2番 岡 委員さん、6番 今川委

員、１４番 浜上委員さん１８番 松宮委員さん、から欠

席連絡を受けておりますのでご報告いたします。 

本日の議案は、あらかじめ届けさせていただいており

ます３議案と報告1件でございますのでよろしくお願い

いたします。 

 

会  長   本日は、平成２４年 第4回おおい町農業委員会を招集 

させて頂きましたところ、皆様方には何かとお忙しい中、

ご出席頂きまして誠にありがとうございます。 

慎重審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 ［開 会］ 

議  長   それではただ今から議事に入ります。 

(会長)    本日の出席委員は、１７名でございます。よって会議 

規則第６条の規定により会議が成立いたしますので、  

お手元の会議日程に基づいて会議を進めさせて頂きます。 

 

 ［日程 1］ 

議  長  日程1 会議録署名委員の指名についてでありますが、

恒例により、わたしのほうから指名させていただいてよろ

しいですか。 

 

            （異議なし） 

 

議  長  それでは、１６番 中塚委員さん と １７番 田中委員さ

んを指名いたします。 
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 ［日程 2］ 

議  長  日程2 議案第１０号 農地法第５条第1項の規定による

農地の賃借権設定許可申請審議について 議案第１１号 

農地法第５条第1項の規定による 農地の賃借権設定許可

申請審議について、を議題とします。 

それでは、議案の内容について事務局から説明致しま

す。 

   

 （事務局、議案第10号資料説明） 

事務局   農地の区分は、申請地が上下水道管の２種類が埋設され 

る沿道の区域で、街区の80％程度が宅地であるため、第３

種農地の条件である街区の面積に占める宅地面積割合が4

0％を超えているため、第３種農地と判断されます。 

         

 （事務局、議案第11号資料説明） 

事務局   本件については、第１種農地として判断されますが、 

例外規定であります、「第２の１の（１）のイの（イ） 

のＣの（ｄ）、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域 

において居住する者の日常生活上、業務上必要な施設で 

集落に接続して設置されるもの」に該当するため、許可 

できるものと判断されます。なお、この判断につきまし 

ては、農振農用地の除外申請時に県より指導を受け、先 

ほど説明した例外規定の適用となりましたことを申し添 

えます。 

 

 

議 長   ただ今、事務局から説明がありましたが、この案件に 

つきまして、農地委員さんに現地確認をして頂いており 

ますので、農地委員さんからご報告願います。 

 

中塚委員  本案の現地につきましては、２４日の午後２時００分か

ら堀口委員と私と事務局で現地を確認してまいりました。 

本件は、おおい町○○、○○○○○○○○○○○○○付

近の○○さんと○○さんの農地を、○○○○が経営する 

○○○○○○○○○○○○○用地として賃借権を設定する

ものであります。 

現地はすでに、平成３年４月に国道沿いの立地の良さか

ら地元建設業者の資材置き場等に執拗に請われやむなく提

供に応じた次第であります。このことに関しては○○○○

さん及び○○○○○さんも反省し、始末書を提出済みと事

務局より聞いております。 

さて、申請地につきましては、資料のとおり、国道27号

線沿いにあり、既に、周辺は住宅や店舗が建ち並ぶなど宅
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地化が進んだ中にわずかに残された農地でしたが、国道沿

いの狭小な土地のため農地として経営を続けることが困難

な土地であり、今回の申請はやむを得ないものと判断いた

します。 

つづきまして、議案第11号の現地につきましても、２４

日の午後から堀口委員と私と事務局で現地を確認してまい

りました。 

本件は、おおい町○○○○区に隣接する農地であり、○

○さんの農地を、○○○○○○が経営する貸倉庫建設用地

として賃借権の設定をするものであります。 

現地は、○○区内の住宅に近接する農地であり、一団の

農地は町道に囲まれた区域内にあり、貸倉庫建設による周

辺農地への被害はないものと判断いたします。 

 

議  長  事務局からの説明と、ただ今、農地委員さんからご報告

がございましたが、何かご意見、ご質問ございませんか。 

 

            （質問なし） 

 

議  長  ご意見、ご質問がないようですが、何かご異議はござい

ませんか。 

 

            （異議なし） 

 

議   長   ご異議がないようでございますので、議案第１０号 

並びに、議案第１１号 農地法第５条第1項の規定による

農地の賃借権設定許可申請審議２件については、許可相

当の意見を付して県へ進達するものと決定します。 

 

[日程 ３] 

議  長  日程３ 議案第１２号 農業経営基盤強化促進法第18条

第1項の規定による農用地利用集積計画審議ついて を議題

とします。この案件は、おおい町長から同意を求められた

ものであります。 

それでは、議案の内容について事務局から説明致します。 

 

事務局   議案第１２号 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定

による農用地利用集積計画審議について説明させていただき

ます。 

貸付人氏名、始期、終期、期間、所在地、利用権の種類、

借賃、地目、面積、設定状況、借受人の順に読み上げさせて

いただきます。 

（事務局、議案資料説明） 
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議  長  ただ今、事務局から説明がありましたが、この案件に 

つきまして、農地委員さんに現地確認をして頂いており 

ますので、農地委員さんからご報告願います。 

 

中塚委員  本案の現地につきましても、２４日午後から堀口委員と

私と事務局で現地を確認してまいりました。 

農用地利用集積計画は、新規設定２筆、再設定４筆の合

計６筆で、全筆確認してまいりました。 

確認しました現地は、全て農地として利用されている状

態でありましたことをここに報告いたします。 

 

議  長  ただいまの事務局からの説明と農地委員さんからご報告

がございましたが、何かご意見、ご質問ございませんか。 

 

            （質問なし） 

 

議  長  ご意見、ご質問がないようですが、何かご異議はござい

ませんか。 

 

            （異議なし） 

 

議  長   ご異議がないようでございますので、議案第１２号 

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用

地利用集積計画審議については、同意することといたし

ます。 

 

 ［日程 ４］ 

議  長  日程４ 報告第１号 事業計画書の承認について 事務

局から説明致します。 

   

 （事務局、報告案件資料説明） 

事務局    電気事業者が送・配電設備の設置のために、一時的に、 

索道等を設備するものであり、許可を要しない案件に位 

置づけられるものですが、工事完了後は、健全な農地に 

復元されることを約束したものであります。 

 

議 長   ただ今、事務局から説明がありましたが、この案件に 

つきましても、農地委員さんに現地確認をして頂いており 

ますので、農地委員さんからご報告願います。 

 

中塚委員  本案につきましても現地を確認してまいりました。 

      山すそではありますが、区画された農地であり、耕作の
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準備もされているような状態でした。確実に農地に復元さ

れるまで監視を続ける必要があると考えております。 

 

議  長  事務局からの説明と、ただ今、農地委員さんからご報告

がございましたが、何かご意見、ご質問ございませんか。 

 

議  長  それでは、これを持ちまして上程いたしました全ての日

程を終了いたします。 

 

議  長  次回の開催予定につきまして、事務局よりお願いいた

します。 

 

（事務局、日程報告） 

 

議  長   それではこれで、平成２４年第４回の委員会を終了い

たします。慎重審議ありがとうございました。 

 


